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昭

和

五

十

一

年

十

月

三

十

日

提

出 

質

問

第

一

二

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

関
西
新
国
際
空
港
建
設
の
可
否
に
つ
い
て
の
諸
調
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
五
十
一
年
十
月
三
十
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

 

提 

出 

者 
 

荒 

木 
 

宏 

 

一 

 



 

先
に
、
昭
和
五
十
一
年
五
月
二
十
一
日
付
関
西
新
国
際
空
港
に
関
す
る
質
問
主
意
書
を
提
出
し
、
内
閣
総
理
大

臣
三
木
武
夫
君
よ
り
同
年
六
月
十
五
日
付
答
弁
書
を
受
領
し
た
。
そ
の
間
、
関
西
新
国
際
空
港
建
設
の
可
否
に
つ

い
て
の
調
査
の
た
め
、
今
年
五
月
二
十
九
日
運
輸
省
中
村
大
造
航
空
局
長
よ
り
大
阪
府
黒
田
了
一
知
事
宛
気
象
海

象
観
測
施
設
の
設
置
に
つ
い
て
依
頼
状
が
発
せ
ら
れ
、
右
依
頼
に
対
し
て
、
今
年
九
月
十
四
日
同
知
事
よ
り
運
輸

省
高
橋
寿
夫
航
空
局
長
宛
、
関
西
国
際
空
港
計
画
に
係
る
調
査
の
実
施
方
針
に
つ
い
て
照
会
状
が
発
せ
ら
れ
、
さ

ら
に
今
年
九
月
二
十
日
同
航
空
局
長
よ
り
同
知
事
宛
、
右
照
会
状
に
対
す
る
回
答
書
が
寄
せ
ら
れ
た
。
し
か
る 

 

後
、
今
年
九
月
二
十
二
日
大
阪
府
黒
田
了
一
知
事
よ
り
運
輸
省
高
橋
寿
夫
航
空
局
長
宛
に
、
気
象
海
象
観
測
施
設

の
設
置
に
つ
い
て
の
回
答
書
が
発
せ
ら
れ
た
。 

 
運
輸
省
航
空
局
長
は
、
右
回
答
書
の
中
で
、
気
象
海
象
観
測
施
設
の
設
置
は
新
空
港
の
建
設
に
直
結
す
る
も
の 

関
西
新
国
際
空
港
建
設
の
可
否
に
つ
い
て
の
諸
調
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

で
は
な
く
、
調
査
の
全
体
計
画
及
び
調
査
の
結
果
は
、
公
開
し
、
関
係
地
域
社
会
の
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
努

め
る
な
ど
六
項
目
の
確
約
を
し
て
い
る
が
、
こ
の
際
前
記
経
過
に
か
ん
が
み
次
の
諸
点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を

求
め
る
。 

一 

昭
和
五
十
一
年
九
月
二
十
二
日
付
大
阪
府
知
事
よ
り
運
輸
省
航
空
局
長
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
総
調
第
五
八

号
気
象
海
象
観
測
施
設
の
設
置
に
つ
い
て
の
回
答
書
に
は
、
次
の
五
項
目
の
要
求
事
項
が
附
記
さ
れ
て
い
る
。 

(三 ) 

関
係
地
域
社
会
と
の
緊
密
な
接
触
を
通
じ
、
調
査
の
現
地
性
を
確
保
す
る
た
め
、
現
地
調
査
機
関
の
強
化 

(二 ) 

観
測
施
設
の
建
設
及
び
管
理
運
営
に
伴
う
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
関
係
機
関
と
の
緊
密
な
連
け
い
の
も
と

に
適
時
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

(一 ) 

右
大
阪
府
知
事
回
答
書
に
添
附
さ
れ
た
関
係
市
、
町
長
の
意
見
を
尊
重
す
る
こ
と
。 

政
府
は
左
記
要
望
事
項
を
最
大
限
に
尊
重
す
る
か
ど
う
か
。 

案
の
方
策
を
検
討
す
る
こ
と
。 

四 

 



 

二 

気
象
海
象
観
測
施
設
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て 

(三 ) 

調
査
の
全
体
計
画
に
つ
い
て
堺
市
、
高
石
市
、
和
泉
市
、
泉
大
津
市
、
忠
岡
町
、
岸
和
田
市
、
貝
塚
市
、 

(二 ) 

昭
和
五
十
一
年
九
月
二
十
日
付
空
計
第
一
二
〇
号
運
輸
省
航
空
局
長
回
答
書
第
五
項
に
は
調
査
の
目
的
、 

(一 ) 

調
査
の
全
体
計
画
は
何
時
ま
で
に
発
表
す
る
か
。 

(五 )

 

関
西
国
際
空
港
問
題
に
対
す
る
根
深
い
不
安
の
一
因
と
も
な
つ
て
い
る
大
阪
国
際
空
港
の
現
状
に
か
ん

が

み
、
同
空
港
の
公
害
対
策
を
一
層
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
。 

(四 ) 
関
係
省
庁
の
参
加
に
よ
る
総
合
的
な
調
査
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
関
西
国
際
空
港
問
題
に
対
し
、
政
府 

方
法
等
に
つ
い
て
関
係
機
関
に
対
し
積
極
的
に
資
料
を
提
供
し
説
明
す
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
関
係
機

関
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
機
関
を
指
す
の
か
。 

が
一
体
と
な
つ
て
取
り
組
む
体
制
の
樹
立
に
努
め
る
こ
と
。 

泉
佐
野
市
、
熊
取
町
、
田
尻
町
、
泉
南
市
、
阪
南
町
、
岬
町
に
対
し
、
事
前
に
資
料
提
供
と
説
明
を
行
い
、 

五 

 



 

四 

気
象
海
象
観
測
施
設
に
よ
る
調
査
以
外
の
諸
調
査
に
つ
い
て 

三 

調
査
の
全
体
計
画
に
対
し
、
府
、
市
、
町
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
か
ら
調
査
方
法
や
調
査
項
目
の
追
加
、
変

更
、
調
査
地
点
増
加
な
ど
の
要
求
が
出
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
無
視
し
て
運
輸
省
の
み
の
調
査
計
画
を
強
行
し

な
い
と
約
束
で
き
る
か
ど
う
か
。 

(二 ) 

前
記
調
査
計
画
に
は
土
砂
採
取
の
影
響
調
査
、
総
合
的
地
域
整
備
調
査
を
は
じ
め
、
経
済
、
社
会
、
文
化 

(一 ) 

昭
和
五
十
一
年
六
月
十
五
日
付
政
府
答
弁
書
に
よ
れ
ば
現
在
検
討
中
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
項
目
、
内 

(四 ) 

大
阪
湾
岸
漁
民
団
体
を
は
じ
め
関
係
地
域
住
民
団
体
に
も
同
様
に
資
料
提
供
、
説
明
を
行
い
、
そ
の
意
見 

を
尊
重
す
る
か
ど
う
か
。 

容
、
方
法
に
つ
い
て
の
計
画
を
何
時
発
表
す
る
か
。 

そ
れ
ら
関
係
市
、
町
の
意
見
を
尊
重
す
る
か
ど
う
か
。 

関
係
の
調
査
を
含
む
か
ど
う
か
。 

六 

 



 

五 

こ
れ
か
ら
開
始
さ
れ
る
自
然
条
件
調
査
、
周
辺
地
域
整
備
調
査
な
ど
の
諸
調
査
の
計
画
、
立
案
、
実
施
に
つ

い
て
関
係
政
府
機
関
の
連
絡
、
調
整
の
体
制
は
ど
う
な
つ
て
い
る
か
。
ま
た
そ
の
体
制
の
運
営
の
実
態
を
詳
し

く
説
明
さ
れ
た
い
。
特
に
水
産
庁
、
気
象
庁
、
海
上
保
安
庁
、
環
境
庁
、
自
治
省
、
国
土
庁
、
大
蔵
省
と
の
連

絡
調
整
体
制
に
つ
い
て
ど
う
な
つ
て
い
る
か
。 

六 

昭
和
五
十
一
年
六
月
十
五
日
付
政
府
答
弁
書
に
よ
れ
ば
、
第
九
項
で
、
位
置
決
定
等
に
関
し
て
、
関
係
者
か

ら
の
意
見
の
聴
取
に
つ
い
て
関
係
府
県
と
協
議
し
た
い
旨
述
べ
て
い
る
が
、
大
阪
府
か
ら
関
係
市
、
町
の
承
諾 

(三 ) 
昭
和
五
十
一
年
九
月
二
十
日
付
空
計
第
一
二
〇
号
航
空
局
長
回
答
書
三
項
に
よ
れ
ば
、
周
辺
地
域
整
備
調 

査
に
つ
い
て
、
当
面
関
係
省
庁
に
対
し
、
本
年
度
か
ら
国
土
総
合
開
発
事
業
調
整
費
に
よ
る
総
合
的
な
調
査

を
開
始
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
右
関
係
省
庁
と
は
具
体
的
に
ど
こ
か
。
ま
た
、
本
年

度
か
ら
開
始
さ
れ
る
国
土
総
合
開
発
事
業
調
整
費
に
よ
る
総
合
的
な
調
査
と
は
具
体
的
に
如
何
な
る
調
査 

か
。
そ
の
内
容
、
方
法
、
時
期
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
予
算
規
模
は
如
何
程
か
。 七 

 



 

七 

昭
和
五
十
一
年
九
月
二
十
二
日
付
総
調
五
八
号
大
阪
府
黒
田
了
一
知
事
の
回
答
書
に
は
、
関
係
市
、
町
長
の

府
知
事
宛
回
答
文
が
添
付
さ
れ
て
お
り
、
関
係
八
市
五
町
の
首
長
は
す
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
要
望
を
表
明
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
次
の
諸
点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
求
め
る
。 

(三 ) 

調
査
の
各
種
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
逐
次
公
開
す
る
か
ど
う
か
。 

(一 ) 

大
気
汚
染
、
過
密
交
通
に
関
す
る
調
査
を
実
施
す
る
か
ど
う
か
。 

(四 ) 

泉
州
地
域
の
住
民
福
祉
に
か
か
わ
る
水
資
源
、
交
通
政
策
、
道
路
整
備
等
地
域
整
備
計
画
の
策
定
に
必
要 

(二 ) 

気
象
、
海
象
観
測
施
設
に
よ
る
固
定
施
設
調
査
だ
け
で
な
く
、
広
域
調
査
も
検
討
中
と
の
こ
と
で
あ
る 

を
得
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
提
起
し
た
と
き
は
、
そ
の
意
向
を
尊
重
す
る
か
。 

（
以
上
浅
野
高
石
市
長
、
池
田
和
泉
市
長
回
答
文
に
関
連
し
て
） 

な
調
査
計
画
を
明
ら
か
に
す
る
か
ど
う
か
。 

が
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

八 

 



 

(九 ) 

施
設
配
置
な
ど
の
地
域
計
画
を
明
確
に
し
、
地
元
市
、
町
に
及
ぼ
す
行
財
政
上
の
負
担
と
対
策
並
び
に
市

民
生
活
に
及
ぼ
す
経
済
的
、
社
会
的
影
響
の
調
査
を
行
う
か
ど
う
か
。 

(八 ) 

調
査
内
容
は
気
象
海
象
調
査
の
み
な
ら
ず
、
土
取
場
、
用
水
等
多
面
的
な
調
査
を
行
う
か
ど
う
か
。 

(七 ) 

調
査
範
囲
を
近
畿
圏
全
域
に
広
げ
る
か
ど
う
か
。 

(六 ) 

関
係
市
が
独
自
に
実
施
す
る
調
査
の
費
用
に
つ
い
て
国
が
負
担
す
る
方
向
で
検
討
す
る
か
ど
う
か
。 

(五 ) 

地
域
整
備
調
査
計
画
実
施
の
段
階
で
、
地
元
負
担
の
な
い
全
額
実
施
主
体
が
負
担
す
る
方
策
を
講
ず
る 

か
。 

（
以
上
吉
道
貝
塚
市
長
回
答
文
に
関
連
し
て
） 

（
以
上
原
岸
和
田
市
長
回
答
文
に
関
連
し
て
） 

（
以
上
谷
野
忠
岡
町
長
回
答
文
に
関
連
し
て
） 

（
以
上
茶
谷
泉
大
津
市
長
、
土
井
阪
南
町
長
回
答
文
に
関
連
し
て
） 

九 

 



 

 

一
〇 

(十 )
 

観
測
施
設
の
設
置
に
つ
い
て
住
民
か
ら
将
来
の
生
活
に
つ
い
て
の
不
安
と
行
政
に
対
す
る
不
信
感
が
提

起

さ
れ
て
お
り
、
政
府
は
今
後
十
分
誠
意
と
責
任
を
も
つ
て
地
域
公
共
団
体
、
地
域
住
民
に
接
し
、
調
査
に
つ

い
て
は
科
学
的
、
民
主
的
、
総
合
的
な
調
査
を
原
則
と
す
る
こ
と
を
確
約
す
る
か
ど
う
か
。 

（
以
上
稲
留
泉
南
市
長
、
道
明
熊
取
町
長
、
道
浦
田
尻
町
長
、
谷
崎
岬
町
長
回
答
文
に
関
連
し
て
） 

右
質
問
す
る
。 


